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は
じ
め
に

　
　
平
成
六
年
度
か
ら
二
十
六
年
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
愛
知
県
史
編
さ
ん
事
業
は
、

令
和
元
年
度
に
『
愛
知
県
史
』
通
史
編
9
・
現
代
お
よ
び
10
・
年
表
索
引
の
刊
行
を
も
っ

て
終
了
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
愛
知
県
公
文
書
館
が
県
史
編
さ
ん
業
務
の
一
部
を
引
き

継
ぎ
、
県
史
収
集
資
料
の
整
理
と
公
開
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　『
愛
知
県
史
』
の
編
さ
ん
以
外
に
、愛
知
県
域
の
歴
史
を
叙
述
す
る
県
史
編
さ
ん
は
、

明
治
政
府
が
主
導
し
た
「
府
県
史
料
」
を
含
め
四
回
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

こ
れ
ら
の
県
史
編
さ
ん
の
歩
み
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
編
さ
ん
時
に
収
集
さ
れ
た
資
料
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
す
。

一
　
府
県
史
編
さ
ん
事
業
と
「
愛
知
県
史
料
」

　

　
明
治
政
府
が
主
導
し
た
「
府
県
史
料
」
の
編
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
福
井
保（１
）・
佐
藤
大

悟（２
）に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
十
月
、
明
治
政
府
は
、
太
政
官
正
院
外
史
に
歴
史
課
（
明

治
八
年
に
修
史
局
、
同
十
年
に
修
史
館
と
改
名
）
を
設
置
し
、
翌
年
に
制
定
し
た
「
歴

史
課
事
務
章
程
」
に
よ
り
、「
府
県
史
」
編
さ
ん
は
順
次
行
う
べ
き
も
の
と
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
同
七
年
十
一
月
、
太
政
官
達
第
一
四
七
号
「
歴
史
編
輯
例
則
」
に
よ
り
、「
府

県
史
」の
編
さ
ん
を
太
政
官
の
同
時
代
史
編
さ
ん
事
業
の
一
つ
に
位
置
付
け
、「
府
県
史
」

が
対
象
と
す
る
時
期
お
よ
び
事
項
並
び
に
方
法
を
定
め
、
各
府
県
に
対
し
て
立
庁
か
ら

明
治
七
年
末
ま
で
の
沿
革
の
編
輯
を
命
じ
ま
し
た
。

　「
府
県
史
」
編
さ
ん
は
、
太
政
官
記
録
局
出
身
で
歴
史
課
が
設
置
さ
れ
た
当
初
か
ら

の
官
員
が
管
理
業
務
を
担
当
し
ま
し
た
。
佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
、「
府
県
史
」
は
、
戊
辰

戦
争
を
中
心
に
編
年
体
で
ま
と
め
た
史
料
集
で
あ
る
「
復
古
記
」
や
、
慶
応
三
年
（
一

八
六
七
）
か
ら
明
治
十
五
年
ま
で
の
史
実
を
編
年
体
で
ま
と
め
た
史
書
で
あ
る
「
明
治

史
要
」
の
編
さ
ん
を
担
当
し
た
第
三
課
の
管
轄
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
歴
史
編
輯
例
則
」第
六
則
・
第
七
則
に
よ
れ
ば
、各
府
県
は
編
輯
主
任
者
の
姓
名
や
、

編
さ
ん
し
た
稿
本
を
そ
の
都
度
修
史
部
局
へ
提
出
す
る
と
さ
れ
、
稿
本
の
体
裁
や
内
容

に
関
し
て
は
修
史
部
局
と
府
県
と
の
間
で
伺
・
指
令
の
往
復
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、府
県
か
ら
編
さ
ん
担
当
者
が
上
京
し
て
修
史
部
局
の
官
員
と
面
会
し
て
伺
・

指
令
を
対
面
で
行
っ
た
り
、
他
府
県
の
稿
本
の
借
覧
や
謄
写
を
行
っ
た
り
し
ま
し
た
。

　「
愛
知
県
庁
中
諸
規
則（３
）」
中
の
「
愛
知
県
第
一
課
庶
務
順
序
」
に
あ
る
記
録
係
第
二

十
六
条
に
よ
れ
ば
、
第
一
課
（
同
十
一
年
十
一
月
に
庶
務
課
と
改
称
）
記
録
係
に
「
府

県
史
」（「
愛
知
県
史
料
」）
編
さ
ん
の
担
当
者
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
担
当
者
は
旧
藩
・

旧
県
の
関
係
者
が
調
査
・
収
集
し
た
材
料
諸
記
録
類
を
も
と
に
「
府
県
史
」
の
編
さ
ん

に
着
手
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
の
「
愛
知
県
職
員
録（４
）」
か
ら
は
、
十
二
等
出
仕
・
権
少
属

の
本
多
忠
行
、
等
外
二
等
の
中
川
茂
平
、
等
外
三
等
の
野
田
委
綱
、
の
三
人
の
官
吏
が

国
史
・
地
誌
編
輯
の
担
当
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
同
九
年
の
「
愛
知
県

職
員
録（５
）」
に
よ
れ
ば
、
本
多
は
静
岡
県
士
族
で
あ
り
、
同
年
の
「
愛
知
県
官
員
録（６
）」

に
よ
れ
ば
、
中
川
は
愛
知
県
平
民
、
野
田
は
愛
知
県
士
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

　　
　県
史
編
さ
ん
の
歩
み
と
県
史
収
集
資
料

清
水

禎
子
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ま
す
。

　
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
「
府
県
史
」
の
編
さ
ん
は
、
限
ら
れ
た
予
算
で
行
わ
れ
た
た
め

順
調
に
進
ま
ず
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
二
月
、
愛
知
県
を
含
む
二
十
一
府
県
に

対
し
、
同
年
七
月
を
期
限
と
し
て
稿
本
の
提
出
が
督
促
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

各
府
県
は
合
併
し
た
旧
県
分
の
編
さ
ん
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
や
、
府
県
庁
に
お
け
る

書
類
の
不
備
お
よ
び
散
逸
を
理
由
に
提
出
の
猶
予
を
願
い
出
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
各
府

県
か
ら
の
修
史
部
局
に
対
す
る
伺
は
一
向
に
減
ら
ず
、
修
史
部
局
と
し
て
も
対
応
に
限

界
が
き
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
同
十
七
年
五
月
、修
史
館
と
内
務
省
は
府
県
に
よ
る「
府

県
史
」
お
よ
び
「
皇
国
地
誌
」
の
編
さ
ん
を
十
七
年
度
中
に
停
止
し
、「
府
県
史
」
は

同
十
八
年
七
月
か
ら
修
史
館
で
編
さ
ん
を
継
続
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。
こ
の
決

定
は
八
月
に
全
府
県
に
対
し
て
通
達
さ
れ
、
十
八
年
度
に
成
稿
と
未
成
稿
の
材
料
書
記

録
類
を
ま
と
め
て
修
史
館
に
引
き
継
ぐ
よ
う
に
と
予
告
し
ま
し
た
。

　
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
が
所
蔵
す
る
「
府
県
史
料
」
は
、
一
道
三
府
四
一
県
計
四

五
道
府
県
の
も
の
で
す
（
香
川
は
当
時
愛
媛
、
徳
島
に
分
属
、
沖
縄
県
は
な
し
）。
例

示
と
し
て
、
内
容
は
政
治
部
（
県
治
・
拓
地
・
勧
農
・
工
業
・
刑
賞
・
賑
恤
・
祭
典
・

戸
口
・
民
俗
・
学
校
・
駅
逓
・
警
保
・
忠
孝
節
義
・
騒
擾
事
変
）
と
制
度
部
（
租
法
・

職
制
・
禄
制
・
兵
制
・
刑
法
・
禁
令
・
会
計
）
の
二
部
、
附
録
と
し
て
図
書
目
録
・
碑

文
銘
辞
等
・
官
員
履
歴
の
構
成
が
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
構
成
は
府
県
に
よ
っ
て
不
統
一

で
あ
り
、
記
述
・
編
修
に
精
粗
の
差
が
あ
り
ま
す
。
各
府
県
が
提
出
し
た
総
冊
数
の
全

国
平
均
は
四
十
八
冊
で
す
が
、「
愛
知
県
史
料
」
の
稿
本
は
そ
の
半
分
に
満
た
な
い
二

十
三
冊
と
な
っ
て
い
ま
す
。

二
　「
愛
知
県
史
稿
」
と
「
愛
知
県
史
料
」

　

　
埼
玉
県
・
千
葉
県
・
東
京
都
・
新
潟
県
・
山
梨
県
・
岐
阜
県
・
静
岡
県
・
京
都
府
・

島
根
県
・
山
口
県
・
長
崎
県
の
十
一
都
府
県
に
は
、
府
県
史
料
の
草
稿
類
や
編
集
に
使

用
さ
れ
た
資
料
類
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
当
館
は
修
史
資
料
と
し

て
、「
愛
知
県
史
稿
　
刑
法
」「
同
　
租
法
」「
同
　
職
制
」「
同
　
禁
令
」「
同
　
禁
令
」

「
同
　
政
治
」「
同
　
刑
罰
」
の
七
冊（７
）を
所
蔵
し
て
お
り
、「
愛
知
県
史
料
」
と
比
較
す

る
と
表
1
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　「
愛
知
県
史
料
」
と
「
愛
知
県
史
稿
」
は
、
ペ
ー
ジ
に
ズ
レ
が
あ
る
も
の
の
叙
述
さ

れ
て
い
る
文
章
は
一
致
し
て
お
り
、「
愛
知
県
史
稿
」
の
表
紙
に
は
「
扣
」
と
記
載
の

あ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
（
図
1
）。
し
た
が
っ
て
、「
愛
知
県
史
稿
」
は
愛
知
県
が
成
稿

と
し
て
修
史
館
に
提
出
し
た「
愛
知
県
史
料
」の
控
え
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
愛
知
県
は
、

こ
の
七
冊
以
外
は
成
稿
を
出

す
こ
と
な
く
編
さ
ん
を
途
中

で
終
え
て
、
未
成
稿
の
材
料

書
記
録
類
を
修
史
館
に
提
出

し
、修
史
館
が
引
き
続
き「
愛

知
県
史
料
」
の
編
さ
ん
を

行
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
な
お
、「
東
京
府
史
料
」

は
修
史
館
の
罫
紙
が
使
用
さ

れ
て
い
ま
す
が
、「
愛
知
県

史
料
」
に
は
修
史
館
の
罫
紙

図 1　「愛知県史稿本」制度部・刑法草稿
（愛知県公文書館蔵）
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表１　「府県史料愛知」と公文書館所蔵修史資料の対応表
「府県史料愛知」 細目録（合冊状況）➡公文書館所蔵修史資料請求番号/タイトル【実際の表紙タイトル】
「愛知縣史料一」 ①政治部警保・仝賑恤・制度部兵制草稿合冊　明治9年11月◎➡Ｅ3－86（2）/愛知県史稿　政治【明治9年11月 政治

部警保・仝賑恤・制度部兵制草稿】◎※
②政治部県治稿本　明治10年3月◎➡Ｅ3－86（1）/愛知県史稿　政治【明治10年3月 政治之部県治稿本扣】◎※
③政治部祭典草稿 明治9年11月◎➡Ｅ3－86（3）/愛知県史稿　政治【明治9年11月 政治部祭典草稿扣】◎※
④政治部学校草稿　明治9年11月◎➡Ｅ3－86（4）/愛知県史稿　政治【明治9年11月 政治部学校草稿扣】◎※

「愛知縣史料二」 ①政治部刑罰草稿　明治11年3月編纂◎➡Ｅ3－87/愛知県史稿　刑罰 【政治部刑罰草稿 明治11年3月編纂】◎
②愛知縣誌政治部 戸口・愛知縣誌政治附録 旧藩戸口（二冊合冊）◎

「愛知縣史料三」 ①制度部会計草稿　明治9年11月◎➡Ｅ3－82（2）/愛知県史稿　租法【明治9年11月制度部会計扣】◎※
②制度部刑法草稿　明治9年11月◎➡Ｅ3－81/愛知県史稿　刑法【明治9年11月制度部刑法草稿扣】◎※
③制度部租法草稿　明治9年11月◎➡Ｅ3－82（1）/愛知県史稿　租法【明治9年11月制度部租法扣】◎※
④制度部職制草稿　明治9年11月◎➡Ｅ3－83/愛知県史稿　職制【明治9年11月制度部職制草稿扣】◎※
⑤愛知縣誌制度部禄制・旧藩禄制◎

「愛知縣史料四」 制度之部禁令一稿本　明治10年10月◎➡Ｅ3－85/愛知県史稿　禁令【明治10年10月 制度之部禁令稿本扣】◎
「愛知縣史料五」 制度之部禁令二稿本　明治10年3月◎➡Ｅ3－84/愛知県史稿　禁令【明治10年3月 制度之部禁令稿本 乾扣】◎※
「愛知縣史料六」 旧名古屋県分御一新以来御達願伺届※表紙・裏表紙共
「愛知縣史料七」 御布告留（刈谷藩）
「愛知縣史料八」 名古屋藩諸記抄録◎〇※〇の表紙
「愛知縣史料九」 諸伺等抄録◎〇
「愛知縣史料十」 ①国事ニ斃者姓名事績◎　②愛知県下孝義忠節事績◎　③旧大谷知興譲学校記事　④名古屋藩伺届（愛知県編集係）

〇　⑤元岡崎県事務概覧

「愛知縣史料十一」 ①豊橋藩支配地総高公廨費調◎　②豊橋藩職制官禄調◎　③豊橋藩士卒禄高藩内人口調◎
「愛知縣史料十二」 豊橋藩史（政治部・制度部）稿本（「豊橋藩史稿本」「豊橋藩史草稿」「名古屋藩史稿本」の合冊）◎
「愛知縣史料十三」 豊橋藩◎
「愛知縣史料十四」 重原藩◎
「愛知縣史料十五」 ①西尾藩史（制度部・政治部）稿本　明治16年8月（制度部・政治部の合冊）◎　②半原藩史　明治16年8月◎　③

西大平藩史　明治16年8月◎
「愛知縣史料十六」 ①西端藩史政治制度合本◎　②田原藩史政治部◎　③犬山藩史制度部・政治部（制度部・政治部合冊）◎
「愛知縣史料十七」 ①旧刈谷藩知事参事属等任解進退辞令　②重原置県被仰出候ニ付改正額田県ヱ引送迄官員人名取調簿　明治9年11月

○　③刈谷置県以来額田県ヱ引送迄官員人名○　④拳母藩官員任解調◎　⑤豊橋藩官員任解調◎
「愛知縣史料十八」 「愛知縣史料　額田縣・拳母縣」の表紙あり　①額田縣史制度部（制度部・政治部合冊）◎　②拳母藩史制度部 ・

政治部◎　③刈谷藩支配地絵図　④田原藩支配地絵図
「愛知縣史料十九」 名古屋藩判任履歴表◎
「愛知縣史料二十」 「愛知縣史料　名古屋藩職制等給禄伺抄録・名古屋城天主金鴟尾ノ縁由・名古屋藩職制官禄兵員調・仝支配地総高

公廨費用調・愛知縣誌制度部禄制」
①名古屋藩職制等之一巻給禄伺抄録◎※　②名古屋藩藩制等之一巻抄録◎※　③名古屋藩職制表◎※　④名古屋城
天守金鴟尾ノ縁由◎※　⑤名古屋藩職制官禄兵員調◎
「名古屋藩支配地総高公廨費用調・職制官禄兵員調・士卒禄高藩内人口調」
⑥名古屋藩支配地総高公廨費用調◎　⑦名古屋藩職制官禄兵隊人員禄制調◎　⑧名古屋藩士族卒禄高藩内人口調

「愛知縣史料二十一」「愛知縣史料　西大平藩官員履歴・西端藩仝・田原藩仝・犬山藩仝・西尾藩仝・額田縣仝・半原藩仝・拳母藩仝・
岡崎・豊橋」
①西大平藩官員履歴　明治16年8月◎　②西端藩官員履歴◎　③田原藩官員履歴◎　④犬山藩官員履歴◎　⑤西尾藩
官員履歴　明治16年8月◎　⑥額田県官員履歴◎　⑦半原藩官員履歴　明治16年8月◎　⑧拳母藩官員履歴◎　⑨岡
崎藩官員履歴◎　⑩豊橋藩官員履歴◎

「愛知縣史料二十二」「愛知縣史料　旧刈谷藩」
①三河国碧海郡岩代国伊達郡村高書付（明治3年）　②三河国碧海郡之内郷村高帳　③三河国岩代国戸数人員調帳（刈
谷藩）　④支配地取調書（刈谷藩）
⑤公廨一ケ年費用取調帳（刈谷藩）　⑥官禄并軍事学校掛給料調帳（刈谷藩）　⑦士族卒禄高取調帳（刈谷藩）　⑧従
前差遣置候扶持人員調帳（刈谷藩）

「愛知縣史料二十三」①高須藩記録〇※　②名古屋県記録（明治5年）〇　③旧調練場反別書（明治5年）〇
注　「愛知県史料」の資料に対応する愛知県公文書館所蔵修史資料は➡の後に表記あり。「愛知県史料六」以降（網掛け）に対応する資料は確認できない。
　　◎…赤の愛知県罫紙使用　　〇…青の愛知県罫紙使用　　※…「庶務・編輯掛」の朱印あり
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は
全
く
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
多
く
は
愛
知
県
の
赤
色
罫
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

愛
知
県
の
罫
紙
を
使
用
し
て
い
な
い
も
の
は
、
愛
知
県
に
合
併
さ
れ
る
前
の
旧
藩
も
し

く
は
旧
県
時
代
の
関
係
者
に
よ
っ
て
調
査
・
収
集
さ
れ
た
も
の
の
、
愛
知
県
の
「
府
県

史
」
編
さ
ん
担
当
者
に
よ
っ
て
原
稿
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
未
成
稿
の
材
料
諸
記
録
類

と
し
て
修
史
館
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
当
館
で
は
「
愛
知
県
史
稿
」
以

外
に
、修
史
資
料
と
し
て
「
職
制
等
之
一
巻（８
）」
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。「
愛
知
県
史
料
」

二
十
に
は
、「
名
古
屋
藩
職
制
等
之
一
巻
給
禄
伺
抄
録
」「
名
古
屋
藩
藩
制
等
之
一
巻
抄

録
」
等
が
所
載
さ
れ
て
お
り
、
表
紙
に
は
「
愛
知
県
史
稿
」
の
表
紙
と
同
様
「
庶
務
・

編
輯
掛
」
の
朱
印
が
押
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
愛
知
県
史
料
」
二
十
は

旧
名
古
屋
藩
・
名
古
屋
県
の
関
係
者
が
調
査
・
収
集
し
た
「
職
制
等
之
一
巻
」
を
も
と

に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
明
治
政
府
主
導
と
は
い
え
、
愛
知
県
が
「
府
県
史
」
の
編
さ
ん
過
程
に
お
い
て
収
集

し
た
資
料
は
、
最
初
の
県
史
収
集
資
料
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
な
お
、「
愛
知
県
史
稿
」
に
は
、「
庶
務
編
輯
掛
」「
文
書
課
記
録
係
保
管
章
」「
愛
知

縣
史
編
纂
係
之
印
」「
消
愛
知
図
書
館
」「
愛
知
県
文
化
会
館
」「
愛
知
県
有
物
品
」
の

印
が
押
さ
れ
て
お
り
、「
愛
知
県
史
稿
」
が
当
館
の
所
蔵
と
な
る
ま
で
ど
の
部
署
で
保

管
さ
れ
て
き
た
か
の
来
歴
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

二
　
戦
前
の
『
愛
知
縣
史
』
編
さ
ん
事
業

　

　
戦
前
に
編
さ
ん
さ
れ
た
二
回
の
県
史
は
、
ど
ち
ら
も
『
愛
知
縣
史
』
と
表
記
さ
れ
て

い
る
た
め
、こ
こ
で
は
一
回
目
の
『
愛
知
縣
史
』
を
『
愛
知
縣
史
』
①
、二
回
目
の
『
愛

知
縣
史
』
を
『
愛
知
縣
史
』
②
と
表
現
し
ま
す
。

　『
愛
知
縣
史
』
①
の
編
さ
ん
事
業
は
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
度
に
始
ま
り
、

明
治
初
年
か
ら
同
四
十
五
年
を
対
象
と
し
ま
し
た
。
当
初
は
明
治
四
十
三
年
に
愛
知
県

が
主
催
し
て
開
か
れ
た
第
十
回
関
西
府
県
聯
合
共
進
会
へ
の
出
品
を
目
的
と
し
て
い
ま

し
た
が
、
共
進
会
へ
は
『
愛
知
県
写
真
帖（９
）』
を
出
品
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
改
め

て
委
員
を
設
け
て
要
項
を
定
め
、
事
務
員
に
命
じ
て
編
さ
ん
す
る
こ
と
に
な
り
、
編
さ

ん
事
務
は
内
務
部
が
担
当
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
経
費
等
の
都
合
に
よ
り
大
正
元
年
度
を
も
っ
て
一
旦
事
業
を
終
了
す
る
こ

と
に
な
り
、
編
さ
ん
委
員
を
中
心
と
し
た
一
部
の
人
の
み
に
頒
布
す
る
仮
出
版
と
い
う

形
で
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
上
・
下
二
巻
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
上
巻
は
地
理
・

行
政
・
土
木
・
築
港
・
農
業
・
畜
産
・
森
林
・
水
産
・
鉱
山
物
・
工
業
を
扱
い
、
下
巻

は
商
業
・
衛
生
・
教
育
・
兵
事
・
社
寺
・
感
化
教
育
・
褒
章
・
警
察
・
財
政
・
付
録
（
古

城
址
・
古
戦
場
・
古
墳
墓
・
偉
人
誕
生
地
及
び
宅
址
・
名
勝
旧
蹟
・
人
物
・
風
俗
）
を

扱
っ
て
い
ま
す
。
当
初
関
西
府
県
連
合
共
進
会
へ
の
出
品
を
目
的
と
し
て
い
た
た
め
、

こ
れ
ら
の
項
目
に
つ
い
て
統
計
そ
の
他
を
利
用
し
て
愛
知
県
の
特
色
を
概
説
す
る
形
を

と
っ
て
お
り
、
県
史
と
い
う
よ
り
は
「
県
誌
」
あ
る
い
は
「
県
勢
概
要
」
と
し
て
の
性

格
が
強
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　『
愛
知
縣
史
』
②
は
、
古
代
か
ら
大
正
十
五
年
末
を
対
象
と
し
て
編
さ
ん
さ
れ
、
昭

和
十
年
か
ら
同
十
五
年
に
か
け
て
第
一
巻
か
ら
第
四
巻
と
別
巻
の
全
五
巻
が
刊
行
さ
れ

ま
し
た
。
第
一
巻
の
東
京
帝
国
大
学
（
現
東
京
大
学
）
教
授
黒
板
勝
美
の
序
文
に
よ
れ

ば
、昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
九
月
、県
知
事
香
坂
昌
康
か
ら
相
談
を
受
け
た
黒
板
は
、

東
京
商
科
大
学
（
現
一
橋
大
学
）
予
科
教
授
川
上
多
助
を
主
任
に
推
薦
し
、
東
京
帝
国

大
学
史
料
編
纂
官
川
副
博
お
よ
び
同
大
学
大
学
院
生
岡
本
堅
次
を
助
手
と
し
て
編
さ
ん

事
業
を
始
め
た
と
あ
り
ま
す
。
編
さ
ん
事
務
は
、
総
務
部
庶
務
課
県
史
編
纂
係
が
担
当

し
ま
し
た
。

　
第
一
巻
は
昭
和
十
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
期
国
造
時
代
・
第
二
期
国
司
時
代
・
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第
三
期
守
護
時
代
・
第
四
期
分
国
時
代
と
し
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
所
、

県
内
外
の
社
寺
お
よ
び
諸
家
が
所
蔵
す
る
文
書
記
録
の
謄
写
撮
影
を
行
っ
て
い
ま
す
。

愛
知
県
管
内
地
図
が
付
録
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
第
二
巻
は
昭
和
十
三
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
関
ヶ
原

の
戦
い
か
ら
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
版
籍
奉
還
に
至
る
江
戸
時
代
二
六
八
年
間
を

対
象
と
し
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
所
、
尾
張
徳
川
黎
明
会
、
名
古
屋
図
書

館
（
現
名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
）、
西
尾
図
書
館
等
、
県
内
各
地
の
資
料
の
謄
写

撮
影
を
行
っ
て
い
ま
す
。
尾
三
諸
侯
一
覧
・
元
禄
十
四
年
尾
張
国
絵
図
・
同
年
三
河
国

絵
図
が
付
録
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
第
三
巻
は
昭
和
十
四
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
二
年
の
版
籍
奉
還
か
ら
同
二
十

二
年
ま
で
を
県
政
時
代
前
期
と
し
、
県
所
蔵
の
簿
冊
や
県
発
行
の
出
版
物
お
よ
び
諸
官

衙
社
寺
の
資
料
を
蒐
集
調
査
し
て
い
ま
す
。

　
第
四
巻
は
昭
和
十
五
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
二
十
三
年
か
ら
大
正
十
五
年
に

至
る
三
十
五
年
間
を
県
政
時
代
後
期
と
し
、
県
所
蔵
の
簿
冊
や
県
編
纂
の
出
版
物
お
よ

び
県
各
課
の
調
査
報
告
、
諸
官
衙
団
体
の
資
料
を
蒐
集
調
査
し
て
い
ま
す
。
昭
和
六
年

か
ら
同
十
五
年
に
至
る
編
さ
ん
過
程
を
記
し
た
「
縣
史
編
纂
事
業
経
過
概
要
」
と
、
編

さ
ん
に
携
わ
っ
た
研
究
者
・
協
力
者
・
県
職
員
の
名
簿
で
あ
る
「
事
業
開
始
以
来
関
係

諸
員
」
が
付
録
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
県
内
の
所
蔵
者
を
訪
問
し
て
所
蔵
資
料
の
調
査
・
収
集
を
行
っ
た
編
纂
委
員
に
は
、

若
山
善
三
郎
・
柴
田
顕
正
・
小
栗
鐵
次
郎
・
森
徳
一
郎
・
伊
豫
田
次
郎
作
・
山
村
敏
行
・

中
島
清
一
が
委
嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
栗
鐵
次
郎
（
一
八
八
一
～
一
九
六
八
）
は
、
主

に
西
加
茂
郡
の
小
学
校
で
教
師
と
し
て
勤
務
し
た
後
、
四
十
六
歳
か
ら
愛
知
県
史
跡
名

勝
天
然
紀
念
物
調
査
会
主
事
と
し
て
愛
知
県
内
の
多
く
の
遺
跡
・
文
化
財
の
調
査
を

行
っ
た
人
物
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
は
国
宝
の
名
古
屋
城
障
壁
画
な
ど
の
疎
開
に

尽
力
す
る
な
ど
、
昭
和
前
期
の
愛
知
県
の
考
古
学
・
文
化
財
保
護
に
大
き
な
足
跡
を
残

し
た
人
物
で
す
。

　
当
館
に
は
、
昭
和
十
四
年
一
月
、
愛
知
県
属
の
加
藤
岩
三
郎
と
い
う
人
物
が
愛
知
県

史
編
纂
資
料
調
査
員
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
資
料
が
あ
り
ま
す
（
図
2
））
11
（

。
前
述

し
た
編
纂
委
員
以
外
に
、
県
職
員
が
編
纂
資
料
調
査
員
に
任
命
さ
れ
て
資
料
の
調
査
に

あ
た
っ
た
と
推
測
で
き
ま
す
。

　
別
巻
は
昭
和
十
四
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
巻
か
ら
第
四
巻
の
補
遺
的
な
役
割

を
果
た
し
て
お
り
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
第
一
巻
（
序
説
を
除
く
）・
第
二
巻
・
第

三
巻
第
一
章
に
関
す
る
資
料
を
掲
載
し
て
お
り
、
戦
前
に
発
行
さ
れ
た
県
史
と
し
て
は

最
高
水
準
の
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、『
愛
知
縣
史
』
②
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
最
中
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
刊
行

後
も
県
所
蔵
の
簿
冊
等
は
戦
火
を
免
れ
る
た
め
に
疎
開
す
る
な
ど
、
大
変
な
状
況
下
に

置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
）
11
（

。

　
当
館
が
文
化
会
館
（
現
愛

知
県
図
書
館
）
か
ら
引
き
継

い
だ
修
史
資
料
に
は
、『
愛

知
縣
史
』
②
の
編
さ
ん
時
の

も
の
が
あ
り
ま
す
）
11
（

。
こ
れ
ら

の
資
料
は
県
史
編
纂
係
に

よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
も
の
で

す
。
ま
た
、「
旧
県
史
資
料
」

と
し
て
資
料
公
開
し
て
い
る

も
の
は
、『
愛
知
縣
史
』
②

の
編
さ
ん
時
に
収
集
さ
れ
た

図 2　辞令＜加藤家文書＞
（愛知県公文書館蔵）
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も
の
で
す
。
大
部
分
は
筆
写
資
料
で
す
が
、
な
か
に
は
資
料
を
撮
影
し
た
写
真
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
表
紙
等
に
は「
愛
知
縣
史
編
纂
係
之
印
」の
朱
印
が
押
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
　『
愛
知
県
昭
和
史
』
の
編
さ
ん
事
業

　

　
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）、
愛
知
県
誕
生
一
〇
〇
年
を
記
念
す
る
「
県
政
一
〇

〇
年
記
念
事
業
」
の
一
つ
と
し
て
新
し
い
県
史
の
編
さ
ん
が
企
画
さ
れ
ま
し
た
。『
愛

知
縣
史
』
②
が
大
正
末
ま
で
を
対
象
と
し
て
い
た
た
め
、新
し
い
県
史
は
『
愛
知
縣
史
』

②
の
後
を
補
完
す
る
形
で
昭
和
期
を
対
象
と
し
、
名
称
も
『
愛
知
県
昭
和
史
』
と
す
る

こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
内
容
は
、「
単
な
る
県
政
史
で
は
な
く
県
史
と
し
そ
の
内

容
は
県
の
歴
史
的
事
実
お
よ
び
変
せ
ん
を
行
政
経
済
社
会
文
化
の
各
視
点
か
ら
と
ら
え

移
り
変
る
愛
知
の
姿
を
記
述
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
わ
ず
か
三
年
間
で
刊
行
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
監
修
者
を
除
い
て
一
切
外
部
に
は
委
託
す
る
こ
と
な
く

県
職
員
（
教
員
を
含
む
）
が
、既
刊
刊
行
物
の
資
料
収
集
お
よ
び
執
筆
を
行
い
ま
し
た
。

　『
愛
知
県
昭
和
史
』
の
編
さ
ん
は
、
総
務
部
文
書
課
の
分
室
と
し
て
、
愛
知
県
文
化

会
館
三
階
に
あ
る
愛
知
図
書
館
内
の
特
別
研
究
室
に
設
置
さ
れ
た
県
史
編
集
室
で
、
昭

和
四
十
五
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
四
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
か
け
て
行
わ
れ
、
室
長

以
下
、
史
学
専
攻
教
員
・
司
書
等
が
編
集
事
務
を
担
当
し
ま
し
た
。

　
編
さ
ん
に
あ
た
っ
て
は
、
知
事
直
轄
・
総
務
部
・
企
画
部
・
環
境
部
・
民
生
部
・
衛

生
部
・
商
工
部
・
農
林
部
・
農
地
部
・
労
働
部
・
土
木
部
・
建
築
部
・
教
育
委
員
会
事

務
局
・
警
察
本
部
の
各
部
局
に
所
属
す
る
職
員
に
、
県
史
編
集
委
員
お
よ
び
県
史
編
集

調
査
補
佐
員
を
委
嘱
し
ま
し
た
。

　
県
史
編
集
委
員
は
、
県
史
編
集
調
査
補
佐
員
の
補
佐
の
も
と
、
関
係
部
局
に
関
す
る

既
刊
文
献
や
県
内
諸
機
関
所
蔵
資
料
を
調
査
・
収
集
・
整
理
の
上
、
複
製
物
を
県
史
編

集
室
に
提
供
し
ま
し
た
。
県
史
編
集
室
は
、
こ
う
し
た
複
製
物
を
「
愛
知
県
史
資
料
」

と
し
て
整
理
し
、
掲
載
の
た
め
に
撮
影
・
収
集
し
た
写
真
に
つ
い
て
は
写
真
台
帳
を
作

成
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
『
愛
知
県
昭
和
史
』
編
さ
ん
に
お
け
る
県
史
収
集
資
料
・

県
史
収
集
写
真
と
言
え
ま
す
。

　『
愛
知
県
昭
和
史
』
の
編
さ
ん
が
終
了
し
て
、県
史
収
集
室
が
閉
室
す
る
の
に
伴
い
、

編
さ
ん
の
た
め
に
作
成
し
た
年
表
カ
ー
ド
や
、
写
真
お
よ
び
複
製
物
な
ど
の
収
集
し
た

資
料
は
文
化
会
館
に
管
理
換
え
と
な
り
ま
し
た
。
昭
和
四
十
八
年
度
か
ら
は
、
文
化
会

館
図
書
部
に
県
史
資
料
係
が
置
か
れ
、
県
史
資
料
の
収
集
調
査
を
引
き
続
き
担
当
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
同
係
は
県
史
編
集
の
す
べ
て
を
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、
明
治
以
降

現
代
に
至
る
基
本
的
な
資
料
の
整
備
を
意
図
し
、
総
合
年
表
の
作
成
や
資
料
集
の
編
集

な
ど
に
備
え
て
調
査
を
進
め
ま
し
た
）
11
（

。 

　
そ
の
成
果
と
し
て
、「
明
治
以
降
愛
知
県
史
略
年
表
」
総
合
編
（
昭
和
五
十
一
年
）・

「
同
」
文
化
編
（
昭
和
五
十
三
年
）・「
同
」
産
業
経
済
編
（
昭
和
五
十
五
年
）・「
同
」

政
治
編
（
昭
和
五
十
八
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
県
史
資
料
の
整
理
は

県
史
資
料
係
か
ら
「
郷
土
・
県
史
担
当
」
の
司
書
に
よ
っ
て
細
々
と
続
け
ら
れ
て
い
た

よ
う
で
す
が
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
に
、
新
た
な
県
史
編
さ
ん
の
た
め
県
史
担
当

が
当
館
に
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
役
目
を
終
え
た
よ
う
で
す
）
14
（

。 

四
　『
愛
知
県
史
』
の
編
さ
ん
事
業

　

　
平
成
元
年
二
月
議
会
に
お
い
て
、『
愛
知
県
昭
和
史
』
完
結
編
に
関
す
る
代
表
質
問

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
当
時
の
鈴
木
知
事
の
答
弁
は
、『
愛
知
県
昭
和
史
』

完
結
編
に
相
当
す
る
県
史
の
編
さ
ん
に
す
ぐ
取
り
か
か
る
の
で
は
な
く
、
当
面
は
資
料

収
集
に
努
め
る
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
れ
を
契
機
に
資
料
収
集
や
県
史
の
編
さ
ん
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に
関
す
る
議
論
が
か
さ
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
平
成
元
年
は
市
町
村
制
施
行
百
年
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
各
市
町
村
で
は
、

近
年
の
学
問
的
水
準
を
反
映
し
た
よ
り
質
の
高
い
自
治
体
史
へ
の
要
求
の
高
ま
り
も
あ

り
、
新
た
に
修
史
事
業
を
開
始
す
る
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
過
去
の
修
史
事

業
が
未
実
施
の
自
治
体
で
多
く
の
史
資
料
が
未
調
査
の
ま
ま
散
逸
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
現
状
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
平
成
二
年
度
に
は
、
当
館
資
料
課
の
事
務
分
掌
に
「
県
史
編
さ
ん
に
関
す
る
こ
と
」

が
追
加
さ
れ
、
職
員
が
二
名
増
員
さ
れ
ま
し
た
。
文
化
会
館
図
書
部
（
現
愛
知
県
図
書

館
）
に
お
い
て
昭
和
四
十
八
年
度
か
ら
行
っ
て
き
た
「
県
史
資
料
の
収
集
及
び
整
理
に

関
す
る
」
事
務
は
、
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
ま
し
た
が
、
二
回
の
『
愛
知
縣
史
』
編
さ
ん
で

収
集
さ
れ
た
「
旧
県
史
資
料
」
や
、『
愛
知
県
昭
和
史
』
編
さ
ん
で
収
集
さ
れ
た
複
写

資
料
（「
愛
知
県
昭
和
史
収
集
資
料
」）
お
よ
び
写
真
（「
愛
知
県
昭
和
史
写
真
」）
は
、

参
考
資
料
と
し
て
当
館
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
初
は
、
資
料
保
存
・
資
料
収
集
を
軸
に
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
五
年
三

月
の
愛
知
県
史
資
料
懇
談
会
の
報
告
を
受
け
、
新
た
な
県
史
編
さ
ん
に
向
け
て
舵
を
切

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
同
年
十
二
月
に
は
、
愛
知
県
史
編
さ
ん
準
備
会
議
報
告
書
が

提
出
さ
れ
、
県
史
編
さ
ん
が
始
ま
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
平
成
六
年
四
月
、
総
務
部
文
書
課
内
に
県
史
編
さ
ん
担
当
が
置
か
れ
ま
す
。
県
史
編

さ
ん
担
当
の
部
署
は
愛
知
県
自
治
セ
ン
タ
ー
に
置
か
れ
、翌
年
一
月
、大
津
橋
庁
舎
（
現

愛
知
・
名
古
屋 

戦
争
に
関
す
る
資
料
館
）
に
移
転
し
ま
す
。
同
年
四
月
、
県
史
編
さ

ん
担
当
は
総
務
部
県
史
編
さ
ん
室
と
し
て
独
立
し
、
大
津
橋
庁
舎
で
本
格
的
に
県
史
編

さ
ん
が
始
ま
り
ま
す
。
当
館
に
移
管
さ
れ
て
い
た
県
史
関
係
資
料
も
大
津
橋
庁
舎
に
移

動
し
ま
し
た
（
平
成
二
十
五
年
、
編
さ
ん
室
の
移
転
に
伴
い
愛
知
県
自
治
セ
ン
タ
ー
に

移
動
）。『
愛
知
県
史
』
の
編
さ
ん
は
、
平
成
六
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で
二
十
六
年

に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　『
愛
知
県
史
』
編
さ
ん
の
目
的
と
し
て
は
以
下
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
第
一
に
、
本
県
の
歴
史
的
発
展
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
県
民
の
ふ
る
さ
と
愛
知
に
対

す
る
理
解
を
深
め
る
。

　
第
二
に
、
多
く
の
貴
重
な
資
料
を
県
民
共
通
の
財
産
と
し
て
後
世
に
残
し
、
県
の
学

術
及
び
文
化
の
振
興
に
資
す
る
。

　
過
去
に
刊
行
さ
れ
た
県
史
は
通
史
を
叙
述
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
ま
し
た

が
、『
愛
知
県
史
』
で
は
資
料
編
に
重
点
を
置
く
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
。
時
代
の
変

遷
や
歴
史
的
評
価
の
変
化
に
左
右
さ
れ
ず
、
次
の
時
代
の
歴
史
編
さ
ん
に
も
利
用
で
き

る
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

　『
愛
知
県
史
』
の
構
成
は
、
地
域
の
歴
史
を
読
み
解
く
通
史
編
一
〇
巻
、
県
内
外
で

調
査
・
収
集
し
た
地
域
の
歴
史
に
関
す
る
資
料
を
紹
介
す
る
資
料
編
三
六
巻
、
窯
業
・

民
俗
・
文
化
財
・
自
然
の
分
野
別
に
別
編
と
し
て
一
二
巻
、
の
合
計
五
八
巻
と
な
っ
て

い
ま
す
。
先
に
刊
行
さ
れ
た
県
史
と
は
一
線
を
画
し
て
資
料
編
に
重
き
を
置
い
た
構
成

と
な
っ
て
お
り
、
全
国
的
に
関
心
の
高
い
織
豊
期
や
窯
業
を
扱
う
巻
を
刊
行
し
て
全
国

的
に
評
価
を
得
て
い
ま
す
。

五
　『
愛
知
県
史
』
編
さ
ん
時
の
資
料
収
集

　

　
資
料
の
調
査
・
収
集
に
つ
い
て
は
、
調
査
対
象
と
な
る
資
料
の
点
数
や
調
査
方
法
が

時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
部
会
ご
と
に
異
な
る
手
法
を
取
り
ま
し
た
）
11
（

。 

　
中
世
史
・
織
豊
の
二
つ
の
部
会
が
担
当
し
た
資
料
編
は
、
編
年
体
で
掲
載
し
て
い
ま

す
。
資
料
調
査
は
、
刊
本
調
査
の
ほ
か
、
既
存
資
料
・
新
出
資
料
に
つ
い
て
全
国
で
調

査
を
実
施
し
ま
し
た
。
県
内
の
資
料
調
査
は
寺
社
を
中
心
に
行
い
ま
し
た
が
、
対
象
と
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な
る
資
料
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
資
料
整
理
は
行
わ
ず
、
調
査
し
た

資
料
に
つ
い
て
調
査
カ
ー
ド
の
作
成
と
写
真
撮
影
等
の
複
製
物
を
収
集
し
ま
し
た
。

　
近
世
史
部
会
が
担
当
し
た
資
料
編
は
、
名
古
屋
・
熱
田
、
尾
西
・
尾
北
、
尾
東
・
知

多
、西
三
河
、東
三
河
の
地
域
別
の
五
巻
、学
芸
、領
主
1
（
尾
張
）、領
主
2
（
三
河
）

の
分
野
別
の
三
巻
、幕
末
維
新
・
初
期
文
書
の
時
期
別
の
一
巻
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
近
世
史
部
会
に
よ
る
資
料
調
査
は
、
部
会
の
中
で
議
論
し
た
結
果
悉
皆
調
査
を
行
う

こ
と
に
し
ま
し
た
が
、
膨
大
な
点
数
の
資
料
群
が
あ
る
こ
と
や
刊
行
年
度
と
の
兼
ね
合

い
も
あ
っ
て
、
完
全
な
悉
皆
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
わ
ず
か
な
資
料
群
に
と

ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
蔵
出
し
を
含
む
資
料
の
整
理
調
　
査
と
、
先
行
す
る

市
町
村
史
等
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
目
録
か
ら
県
史
編
さ
ん
に
必
要
な
資
料
を
選
択
す

る
選
定
調
査
の
二
つ
を
併
用
し
ま
し
た
。

　
調
査
を
行
っ
た
資
料
群
に
つ
い
て
は
、
資
料
保
存
の
観
点
か
ら
、
で
き
る
限
り
資
料

一
点
ご
と
に
中
性
紙
封
筒
に
入
れ
て
中
性
紙
の
保
存
箱
に
収
め
ま
し
た
。
ま
た
、
資
料

収
集
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
、
資
料
整
理
で
作
成
し
た
目
録
や
既
存
の
目
録
の
デ
ー
タ

化
も
行
い
、
所
蔵
者
ま
た
は
所
蔵
機
関
に
お
渡
し
し
て
き
ま
し
た
。
資
料
収
集
は
、
当

初
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
撮
影
が
中
心
で
し
た
が
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
性
能
が

上
が
っ
て
き
た
こ
ろ
か
ら
は
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
が
中
心
と
な
り
ま
し
た
。

　
近
代
史
部
会
は
、
政
治
・
行
政
、
産
業
・
経
済
、
社
会
・
文
化
の
三
つ
の
部
会
に
わ

か
れ
て
資
料
編
を
一
二
巻
担
当
し
ま
し
た
。
近
代
資
料
は
中
世
・
近
世
の
資
料
と
比
べ

て
は
る
か
に
多
く
、
資
料
調
査
は
公
的
機
関
や
企
業
を
中
心
に
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、

旧
鳳
来
町
（
現
新
城
市
）、
旧
額
田
町
（
現
岡
崎
市
）、
南
知
多
町
、
犬
山
市
な
ど
で
は

旧
役
場
文
書
や
区
有
文
書
が
ま
と
ま
っ
て
見
つ
か
っ
た
た
め
、
長
期
間
資
料
調
査
を
実

施
し
た
も
の
の
、
県
史
編
さ
ん
に
必
要
な
資
料
を
選
択
し
て
収
集
す
る
選
定
調
査
に
と

ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
資
料
の
収
集
方
法
は
、
近
世
史
部
会
と
同
様
、
当
初
は
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
撮
影
を
行
い
、
そ
の
後
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　
近
世
史
部
会
や
近
代
史
部
会
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
を
行
っ
た
資
料
に
つ
い
て

は
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
紙
焼
の
形
に
し
て
い
ま
す
が
、
フ
ィ
ル
ム
の
劣
化
防
止
や

県
史
収
集
資
料
の
公
開
を
容
易
に
す
る
た
め
、
編
さ
ん
事
業
と
並
行
し
て
デ
ジ
タ
ル
化

に
着
手
し
、
現
在
当
館
で
も
引
き
続
き
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で

撮
影
し
た
資
料
に
つ
い
て
は
、T

IF

やJPEG

と
い
っ
た
高
画
質
の
フ
ァ
イ
ル
形
式
を

管
理
し
や
す
いPD

F

に
変
換
す
る
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
当
館
で
画
像
を
公
開
し

て
い
る
資
料
は
、PD

F

形
式
の
も
の
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　
全
部
会
に
共
通
す
る
こ
と
で
す
が
、
で
き
る
限
り
県
外
所
在
の
資
料
の
調
査
を
行
い

ま
し
た
。
県
外
所
在
の
資
料
は
、
一
般
の
方
が
閲
覧
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
も
の

が
あ
り
、
県
史
編
さ
ん
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
編
さ
ん
事
業
終
了
後
の
公
開
を
念
頭
に

お
き
、
愛
知
県
に
関
係
す
る
資
料
は
ま
と
め
て
収
集
す
る
方
針
を
採
り
ま
し
た
。

　
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
集
計
で
、
県
内
外
の
調
査
個
所
は
延
べ
八
一
六
四
か
所
、
調

査
の
参
加
人
員
は
延
べ
七
万
四
六
七
六
名
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
収
集
し
た
資
料
の

点
数
は
一
〇
〇
万
点
を
超
え
、マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
八
一
七
一
本
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
県
史
編
さ
ん
に
際
し
て
、
調
査
を
行
っ
た
資
料
の
原
本
は
収
集
し
て
い
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
県
史
が
資
料
調
査
を
行
っ
た
後
、
代
替
わ
り
等
の
理
由
に
よ
り
、
所
蔵
者
か
ら

資
料
原
本
が
博
物
館
等
の
公
的
機
関
に
寄
贈
・
寄
託
さ
れ
た
事
例
が
あ
り
ま
す
。
当
館

に
お
い
て
も
、
江
南
市
大
脇
家
文
書
、
名
古
屋
市
大
塚
三
右
衛
門
家
文
書
、
加
茂
郡
寺

部
村
文
書
、
加
藤
鐐
五
郎
関
係
資
料
と
い
っ
た
資
料
群
の
寄
贈
・
寄
託
を
受
け
て
い
ま

す
。
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六
　
県
史
収
集
資
料
・
県
史
収
集
写
真
の
公
開

　

　
当
館
で
は
、
県
史
編
さ
ん
室
か
ら
引
き
継
い
だ
県
史
収
集
資
料
の
整
理
お
よ
び
公
開

を
令
和
二
年
度
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。
令
和
五
年
三
月
末
時
点
で
、
資
料
は
二
一
八
資

料
群
・
六
万
六
三
〇
一
点
、
写
真
は
一
二
資
料
群
で
二
〇
六
一
点
の
複
製
資
料
を
公
開

し
て
い
ま
す
（
一
部
原
本
あ
り
）。
二
回
の
『
愛
知
縣
史
』
編
さ
ん
で
収
集
さ
れ
た
「
旧

県
史
資
料
」
お
よ
び
『
愛
知
県
昭
和
史
』
編
さ
ん
で
収
集
さ
れ
た
「
愛
知
県
昭
和
史
収

集
資
料
」「
愛
知
県
昭
和
史
写
真
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
度
に
「
旧
県
史
資
料
」

と
「
愛
知
県
昭
和
史
写
真
」
を
、
同
三
年
度
に
「
愛
知
県
昭
和
史
収
集
資
料
」
を
公
開

し
て
い
ま
す
。

　
資
料
目
録
は
、
県
史
編
さ
ん
開
始
の
こ
ろ
と
比
較
す
る
と
ネ
ッ
ト
環
境
が
整
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
印
刷
し
た
紙
目
録
は
配
置
せ
ず
、
当
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
あ
る
所
蔵

資
料
検
索
シ
ス
テ
ム
（
以
下
、
検
索
シ
ス
テ
ム
）
に
登
録
さ
れ
た
目
録
デ
ー
タ
を
利
用

し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
一
部
の
資
料
群
に
つ
い
て
は
、
所
蔵
者
の
御
意
向
に
よ
り

当
館
内
で
紙
目
録
を
閲
覧
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
検
索
し
た
い
語
を
自
宅
等
に

お
い
て
検
索
シ
ス
テ
ム
で
横
断
検
索
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
は
、
利
用
者
に

と
っ
て
非
常
に
便
利
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
県
史
収
集
資
料
の
複
製
資
料
に
は
、「
画
像
」「
画
像<

館
内>

」「
紙
焼
他
」
の
三
つ

の
公
開
区
分
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
閲
覧
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

　「
画
像
」
は
、
二
十
四
時
間
ど
こ
か
ら
で
も
検
索
シ
ス
テ
ム
上
で
画
像
を
閲
覧
・
複

写
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
画
像<

館
内>

」「
紙
焼
他
」
は
、
年
末
年
始
お
よ
び
資

料
整
理
期
間
を
除
く
平
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
当
館
に
お
い
て
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
資
料
の
請
求
は
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
）。

　「
画
像<

館
内>

」
は
当
館
の
閲
覧
室
に
設
置
さ
れ
た
画
像
閲
覧
専
用
パ
ソ
コ
ン
で
画

像
デ
ー
タ
を
、「
紙
焼
他
」
は
出
納
さ
れ
た
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
等
の
焼
付
け
や
コ
ピ
ー

資
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
所
蔵
者
や
所
蔵
機
関
か
ら
複
製
資
料
か
ら
の
複

写
（
印
刷
）
を
許
可
さ
れ
て
い
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
複
写
（
印
刷
）
し
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
複
写
条
件
と
し
て
、
所
蔵
者
や
所
蔵
機
関
に
対
す
る
複
写
申
請

の
提
出
が
必
要
な
資
料
も
あ
り
ま
す
。

　
公
開
初
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
に
見
舞
わ
れ
、
当
館
も
対
応
に
苦
慮
し
ま
し
た
が
、
県
を

ま
た
ぐ
移
動
が
困
難
に
な
っ
た
利
用
者
に
と
っ
て
は
、
県
内
外
の
所
蔵
者
や
所
蔵
機
関

が
所
蔵
す
る
資
料
を
当
館
で
閲
覧
・
複
写
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
大
き
な
成
果

で
し
た
。

　
特
に
大
き
な
成
果
と
し
て
は
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
の
理
解
を
得
て
同
研
究
所
の
所

蔵
史
料
（
以
下
、林
政
史
所
蔵
史
料
）
の
複
製
を
公
開
で
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

林
政
史
所
蔵
史
料
は
、
平
日
の
限
ら
れ
た
曜
日
と
時
間
に
お
い
て
閲
覧
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
一
般
の
利
用
者
は
気
軽
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
同
研
究
所
は
、
愛
知
県
成
立
以
来
の
県
行
政
の
歴
史
を
知
る
上
で
欠
か
せ
な
い
愛
知

県
庁
文
書
を
含
む
旧
名
古
屋
税
務
監
督
局
所
蔵
史
料
を
所
蔵
し
て
お
り
、
当
館
は
開
館

当
初
か
ら
こ
れ
ら
の
史
料
の
複
製
本
を
作
り
、
閲
覧
に
供
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
加
え

て
令
和
二
年
度
か
ら
は
、
愛
知
県
史
編
さ
ん
時
に
収
集
し
た
林
政
史
所
蔵
史
料
の
複
製

物
を
、同
研
究
所
へ
出
向
く
こ
と
な
く
ゆ
っ
く
り
と
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
林
政
史
所
蔵
史
料
の
複
写
も
便
利
に
な
り
ま
し
た
。
令
和
元
年
度
ま
で
は
、

利
用
者
自
身
が
手
続
き
を
行
っ
て
複
写
許
可
書
を
当
館
に
提
示
す
る
こ
と
で
複
写
が
可

能
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
令
和
二
年
度
か
ら
は
、
当
館
に
お
い
て
午
前
十
時

半
か
ら
午
後
四
時
の
間
に
、
公
文
書
館
を
介
し
て
複
写
申
請
の
手
続
き
を
行
え
ば
、
即

日
林
政
史
所
蔵
史
料
を
複
写
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。利
用
者
に
と
っ
て
は
、
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事
前
に
同
研
究
所
と
の
や
り
と
り
を
行
わ
ず
に
複
写
が
可
能
と
な
り
、
格
段
に
利
用
の

便
が
向
上
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

お
わ
り
に

　
　
県
史
収
集
資
料
の
公
開
は
今
後
も
順
次
進
め
ら
れ
ま
す
が
、課
題
も
多
く
あ
り
ま
す
。

県
史
収
集
資
料
の
多
く
は
複
製
資
料
で
あ
る
た
め
、
公
開
に
あ
た
っ
て
は
原
本
所
蔵
者

の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
二
十
六
年
間
と
い
う
年
月
を
経
て
原
本
所
蔵

者
と
連
絡
を
取
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
既
に
資
料
編
や
通
史
編
で
資
料
等

の
掲
載
を
許
可
し
て
い
た
だ
い
た
原
本
所
蔵
者
と
連
絡
が
取
れ
な
い
と
い
う
事
案
が
発

生
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
時
間
と
の
闘
い
と
な
り
ま
す
が
、
早
急
に
原
本
所
蔵
者
と
連
絡
を
取
っ

た
上
で
、
原
本
を
現
在
も
所
持
さ
れ
て
い
る
か
の
確
認
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
貴
重
な
資
料
が
所
蔵
者
に
よ
っ
て
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

と
も
に
、
将
来
に
わ
た
っ
て
保
存
が
可
能
で
あ
る
よ
う
、
個
人
情
報
の
管
理
を
徹
底
し

た
上
で
継
続
的
に
所
蔵
者
と
の
関
係
を
も
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
所
蔵
者
が

資
料
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
、
適
切
な
所
蔵
先
に
つ
い
て
助
言
す

る
こ
と
も
重
要
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
当
館
が
収
集
資
料
の
公
開
を
継
続
す
る
限
り

常
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
課
題
で
す
。

　
さ
ら
に
、
近
年
は
各
地
で
地
震
や
水
害
等
の
災
害
に
よ
っ
て
資
料
が
被
災
す
る

ニ
ュ
ー
ス
を
た
び
た
び
目
に
し
ま
す
。
愛
知
県
も
東
南
海
地
震
が
い
つ
起
き
て
も
お
か

し
く
な
い
状
況
で
す
。
災
害
に
よ
る
資
料
の
被
災
を
い
か
に
お
さ
え
る
か
、
ま
た
実
際

に
災
害
が
起
き
た
時
に
所
蔵
者
と
速
や
か
に
連
絡
を
と
っ
て
救
済
活
動
を
と
る
こ
と
が

で
き
る
か
、
解
決
す
べ
き
問
題
は
山
積
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
、
当
館
と
し
て
で

き
る
限
り
の
方
策
を
考
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
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井
保「「
府
県
史
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」の
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）
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）
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大
悟
「
修
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部
局
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お
け
る
「
府
県
史
料
」
編
纂
事
業
の
管
理
」（
東
京
大
学
史
料

編
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所
研
究
紀
要
第
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号
、
二
〇
一
九
年
）

（
3
）
愛
知
県
図
書
館
蔵
。

（
4
）『
愛
知
県
史
』
資
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編
21
№
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。

（
5
）『
愛
知
県
史
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資
料
編
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№
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。

（
6
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史
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資
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。

（
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）
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。

（
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。
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表
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年
）。

（
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）
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、
県
図
書
館
で
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・
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史
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が
い
る
が
、
平
成
三
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以
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は

確
認
で
き
な
い
。

（
15
）
加
藤
規
博
「
愛
知
県
史
編
さ
ん
に
お
け
る
資
料
調
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
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国
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機
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